
 

 
 
 
従来の保険証をお持ちの方へ資格情報通知書又は資格確認書を一斉

交付します。 
 

交付時期 

 

●令和７年１０月１７日（金曜）から順次、組合員様がお勤めの事業所を通じ

て交付します。 

 

交付対象者及び交付する書類 

 

●令和７年７月３１日時点の被保険者データ及びマイナ保険証の利用登録状況

に基づき、以下のとおり交付します。 
 

令和７年１２月１日まで有効な保険証を持っている方で 

マイナ保険証の利用登録がある方 マイナ保険証の利用登録がない方 

資格情報通知書を交付します 資格確認書を交付します 
 
※有効期限切れの保険証は返却していただく必要はありませんので、ご自身

で廃棄してください。（令和７年１２月１日以前に資格喪失する方につい

ては、お勤めの事業所を通じて組合に返却していただく必要があります。) 

 

交付対象外となる方 

 

●次に該当する場合は、保険証を持っていないため（既に資格情報通知書又は

資格確認書の交付を受けているため）、交付対象外となります。 

 ①令和６年１２月２日以降に資格を取得した場合 

 ②令和６年１２月２日以降に氏名変更等を行った場合 

 ③令和６年１２月２日以降に保険証を紛失・破損した旨を組合に届出た場合 

保険証の有効期限（令和７年１２月１日） 

到来に伴う資格確認書等の交付について 



交付する書類（サンプル） 

 

●資格情報通知書（厚紙 A４サイズ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●資格確認書（カード型） 

 

 

 

 

 

 

 

 


